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市川市景観計画の改正について 

「市川市景観計画」は、本市の景観まちづくりのマスタープランである「市川市景観基本計画」を実

行するための行動計画として平成１８年に施行されたものです。 

本市では、これら計画に基づき、地域特性を生かした景観まちづくりや地域住民等による主体的な

ルールづくりを進めていますが、中山参道地区では、地元まちづくり協議会を中心に地区の景観ルー

ル等について検討を重ね、内容の決定・提言書の提出に至りました。 

そこで、中山参道地区の地域特性を生かした景観まちづくりをより積極的に行うために、同地区を

「景観重点地区」として指定することとします。 

 

※「景観重点地区」とは、それぞれの地域特性に応じた景観ルール（景観形成基準等）を定めることで、地域の

特性を生かした景観形成を重点的に進める地区であり、市川市景観条例に基づき、景観計画に定めることがで

きることとされています。 

 

1． 経 緯 

 

年 度 活動内容 

平成１５年度 「中山まちづくり協議会」設立 

平成１８年度 「中山参道地区街づくり協定」の締結 

平成１９年度～ 「修景事業」の開始 

平成２８年度 「中山参道地区街づくり協定」及び「修景事業」の終了 

平成２９年度 「中山まちづくり協議会 まち並み景観部会」設立 

平成３０年度～ 
「景観ルール」の検討開始 

・まち歩き、ワークショップ等の実施 

令和元年度 

・景観ルール案の決定 

・景観ルール案に関する住民説明会の実施（９月） 

・景観重点地区の指定に係る提言書の提出（１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2． 改正の概要 

中山参道地区は、多くの寺院と商店が集まる特徴的な地区であり、現在も法華経寺を中心と

した寺町らしい風情ある参道と緑豊かで落ち着いた住宅地の景観を残しています。 

そこで、この景観を守り、より良いものとするために、同地区を市川市景観条例に基づく「景

観重点地区」として指定し、現行計画に「中山参道景観重点地区」景観計画(別冊)を追加しま

す。 

 

                                 ※施行期日：令和２年 12 月予定 

 

3． 「中山参道景観重点地区」景観計画（別冊）について 

計画（別冊）は、中山参道景観重点地区の景観ルールや手続について定めたものです。 

同地区では、建築物等に独自の形態、色彩のルールが適用されることとなります。 

また、一定規模の建築物を新築等する際は、届出に加えて事前協議を行うなど、景観により配

慮した手続が実施されることになります。 

 

■ 主な記載事項 

 景観ルール等に関する事項 手続に関する事項 

1 ・地区の名称 (P4) ・重点地区における手続フロー (P10) 

２ ・目的 (P4) ・事前協議対象行為 (P10) 

３ ・区域 (P4) ・届出対象行為 (P11) 

４ ・景観形成の方針 (P5) ・届出等に必要な図書 (P12) 

５ ・景観形成基準 (P6～)  

※（ ）内は［中山参道景観重点地区］景観計画（別冊）のページ 

（中山参道地区のランドマークである黒門（左）と赤門（右）） （寺町らしさと緑の潤いに配慮した店舗の様子） （まちづくり協議会（左）とひなまつりイベント（右）の様子。 
協議会では、景観ルールや地域で実施するイベント等について検討している。） 

（提言書の提出 
景観重点地区の指定について提言） 
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中山参道景観重点地区における主な景観ルール 

と景観形成のイメージ 

   

寺町らしい風情を醸し出す景観形成に向け、建替え等の際は下記事項を考慮して 

   計画することとします。 

Key word：統一感と賑わいのある商店街／落着きがある緑豊かな寺院や住宅 

 

① 外壁は道路境界から０．５ｍ以上後退させるよう努める。 

② 壁面、軒庇の位置を揃えるよう努める。 

③ 参道に面する建物の部分は２階建て（低層）とし、３階建て以上の壁面は後退さ

せるよう努める。 

④ 勾配屋根とし、参道に面する１階部分に軒庇を設置するよう努める。 

⑤ 外壁は塗壁や板壁等とするよう努める。 

⑥ サッシは木製や木調とし、格子戸するよう努める。 

⑦ 独自の色彩基準を設定し、建築物の色彩はその範囲内とする。 

⑧ 塀等は、生垣や竹垣、板塀等、和風の雰囲気とするよう努める。 

⑨ 敷地内緑化、軒先緑化に努める。 

⑩ 駐車場についても周囲との調和、緑化等に配慮する 

 

 

 

 

 

 

  

 

⑧・⑨ 
生垣等による緑化 

一階部分に庇を設置 

道路から 50 ㎝後退させ 

歩行者や緑化の空間へ 

壁面の位置を揃える 

勾配屋根の採用に加え 

軒先緑化 

生垣等による緑化 

B 

 

軒庇の位置を揃える 

現 況 写 真 

E 

Ｂｅｆｏｒｅ 

Ａｆｔｅｒ 

F 

風致地区 

景観重点地区区域 A 

C 

② 

①  

③ 

④ 

⑩ 

５０ｃｍ 

⑤・⑥・⑦ 
意匠・色彩の基準を守り 

統一感、風情を創出 

第一種低層住居専用地域 

法華経寺風致地区 

高さ制限 10(ｍ) 

容積率：80 建ぺい率：40 

第一種住居地域 

第一種高度地区 

容積率：200 建ぺい率：60 

近隣商業地域 

一種高度地区 

容積率：200 建ぺい率：80 

B 

C D 

D 

A 

三階部分の壁面を後退 

させ、圧迫感を軽減 
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議案第４号 
資料３ 

（景観重点地区改正案） 
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